
様式 

 

補助金等の創設に係る審査書 

 

補助金等名称        令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金 

担 当 部 署 福祉部 子育て応援課 子育て支援係 

担 当 者 名        吉岡 

補助対象 

〇支給対象者：令和３年９月分の児童手当の支給を受ける方等 

〇支給対象外：令和３年９月分の特例給付の支給を受ける方（令和２年の所得が児童手当

の所得制限限度額以上である方） 

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安 

０人 ６２２万円 ８３３．３万円 

１人 ６６０万円 ８７５．６万円 

２人 ６９８万円 ９１７．８万円 

３人 ７３６万円 ９６０．０万円 

       ※ ４人目以降、１人増すごとに３８万円加算 

〇対象児童 ：①令和３年９月分の児童手当の対象となる児童（公務員を含む。） 

       ②平成１５年４月２日から平成１８年４月１日の間に生まれた児童（高校

生）で、主たる生計維持者の所得が児童手当支給対象となる金額と同等

未満となる児童 

       ③令和３年１０月１日以降令和４年３月３１日までに生まれた児童（新生

児）で、主たる生計維持者の所得が児童手当支給対象となる金額と同等

未満となる児童 
 

規程等 令和３年度瑞穂町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱 

（令和３年１２月施行予定） 
 

事業概要（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な

給付措置として令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給するものです。 

 実施主体は、区市町村です。 

 特段の申請は不要とし、児童手当等の登録口座に振り込みます。 
 

補助の必要性（できるだけ詳細に記述し、必要な場合には別紙として添付すること） 

 国で実施する新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一

つとして、臨時・特別に一時金を支給するものです。 
 

補助金額 対象児童１人につき５万円 
 

補助割合 国庫補助１０／１０ 
 

実施期間 令和３年１２月～令和４年３月 
 

その他  国の動向を見ながら、令和４年春に向けた５万円相当の支援（クーポン・

バウチャー方式）も実施予定です。 
 

 






